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３１ 就学支援の充実について 

（文部科学省、農林水産省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（背景） 
○ 公立高校の授業料の不徴収は国が全国一律の制度として実施することから、全額国
庫負担が原則である。また、文部科学省が国費算定方法の中で示した「大臣が協議し
て定めた率」は、平成２２年度に引き続き、減免等を勘案して地方交付税により措置
済みの１１．５％を減じたものとしているが、積算根拠が明確にされておらず、各都
道府県における平成２１年度の減免実績（率）との間に乖離がある。 
 
○ 平成２３年８月に民主党、自由民主党、公明党の三党が民主党主要政策見直しに関
する確認書を交わし、今後の在り方について政策効果の検証をもとに、必要な見直し
を検討することとされている。 
 
○ 一方、私立高校等の生徒に支給される就学支援金は、公立高校生が負担軽減される
額と同額の月額９，９００円（年額１１８，８００円）で、保護者の所得によって 

【内容】 
(1) 公立高校の授業料無償制は、国の施策により実施するものであり、 
全額国庫負担とすること。 
なお、公立高校の授業料無償制における政令に規定した「文部科学大

臣が財務大臣と協議して定める率」については、その根拠を各地方公共
団体に示すとともに、国の財源不足を地方に転嫁しないこと。 
また、政策効果の検証をもとに制度の見直しを行う際には、保護者 

負担の適正化の観点も含めること。 
 
(2) 私立高校等の生徒への就学支援金について、低所得層に対する補助を
拡充するとともに、就学支援金支給に要する事務経費を増額すること。 

 
(3) 教育の機会均等を図るための高校生に対する給付型奨学金制度を創
設すること。また、事務負担が少なく、分かりやすい制度とするととも
に、実施にあたっては都道府県の財政負担が生じないようにすること。 

   
(4) 専修学校高等課程授業料軽減補助を高校生修学支援基金の対象と 
するとともに、基金取崩し割合を撤廃すること。 

 
(5) 要保護児童生徒に対する就学援助費及び特別支援学級に就学する 
児童生徒に対する就学奨励費については、対象者数の増加を踏まえ、 
国庫補助金の所要額の確保を図ること。また、準要保護児童生徒の就学
援助に要する経費については、対象者数の増加を踏まえ、市町村におい
て必要な就学援助を行えるよう、更なる財源措置の充実を図ること。 

 
(6) 学校給食施設整備に係る交付金について、衛生管理の徹底などの 
ため、建築単価・基準面積の引き上げや施設改修を交付対象とするなど、
充実を図ること。また、学校給食における地産地消の推進に要する経費
に対する財政措置を講じること。 

＜教育・文化を振興する＞ 
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加算（１．５倍又は２倍）されるが、全国私立高校の平均授業料年額３７６，５８８
円には及ばず、所得の低い世帯においても、授業料負担が残る状況になっている。 
 
○ 学校教育においては授業料以外にも入学料の納付等多額の経費が必要であるため、
低所得世帯の負担を軽減する必要がある。また、高校無償化法案可決の際には給付型
奨学金の創設等を盛り込んだ附帯決議が可決されており、本県に対しても制度を創設
してほしいとの要望が多数寄せられている。 
 
○ 平成２０年度に比べ増加した人数分の授業料減免事業は、全額が高校生修学支援基
金から充当される。しかし、補助単価の引き上げや補助要件を拡げたことによる増額
分及び入学料減免事業分については、２分の１の充当にとどまっている。 
 
○ 要保護児童生徒に対する就学援助費及び特別支援学級に就学する児童生徒に対する
就学奨励費については、経済状況の悪化に伴い年々増加し、市町村の財政負担が増す
ことが見込まれることから、国庫補助金の所要額を確保する必要がある。特に、特別
支援学級に就学する児童生徒に対する就学奨励費については、国庫補助金の所要額を
大幅に下回っている状況にあり、市町村の財政負担が大きくなっている。 
 
○ 学校給食施設の整備に対して国の交付金制度（新増築１/２、改築１/３）があるが、
学校給食衛生管理基準の改正（平成２１年４月）に伴う衛生管理の徹底や食物アレル
ギーを持つ児童生徒への対応など、整備に必要な費用・面積が増大する中で、基準面
積は据え置かれ、建築単価も微増にとどまっており、また、既存施設の改修は交付金
の対象となっていないことから、市町村の財政負担が大きくなっている。 

 
（ 参 考 ）  
◇ 公立高校－不徴収による授業料無償制－ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

交 付 金 の 算 定 方 法

公立高等学校基礎授業料月額×１２月×基準日の生徒数 × 調整率 

全日制：9,900 円 

定時制：2,700 円 

通信制： 520 円 

当該年 

10 月 1 日 

の生徒数 

平成 2３年度 

11.5%を 

減ずる 

積算根拠が不明確 
(本県の 21 年度減免実績：7.2％) 

全 国 私 立 高 校 平 均 授 業 料 年 額
　 (平成 ２３ 年 度）

国 の 就 学 支 援 金

　

 

 

 

    私 立 高 校 等 の 生 徒 へ の 就 学 支 援 金 制 度
軽 減 額
(円 ）

376 ,588

237 ,600

１78 ,200

118 ,800

                          　　250万 　　 　　　 　　　 　　　 350万 　　　 　 　　 　　 　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　　　 　 　　　 　　　 　      　標 準 世 帯 年 収 (円 ）

２ ５７ ，７ ８８ 円
 １９ ８ ，３８ ８円

１ ３８ ，９８ ８円

◇ 私立高校等の生徒への就学支援金制度 


